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令和４年神審第１号 

裁    決 

貨物船Ａ乗揚事件 

 

  受  審  人  ａ１ 

    職  名 Ａ船長 

    海技免許 四級海技士（航海） 

指定海難関係人  ａ２ 

    職  名 Ａ甲板員 

 

 本件について、当海難審判所は、理事官小嶋正博及び同官髙木省吾出

席のうえ審理し、次のとおり裁決する。 

 

主    文 

 

受審人ａ１を戒告する。 

 

             理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

 令和２年１０月２１日０３時１７分少し過ぎ 

富山県伏木富山港外港 

２ 船舶の要目 

  船 種 船 名 貨物船Ａ 

  総 ト ン 数 ４９９トン 

  全   長 ７５.６５メートル 
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  機関の種類 ディーゼル機関 

   出   力 ７３５キロワット 

３ 事実の経過 

  Ａは、平成２５年８月に進水し、操舵室前部中央に航海用電子海図

をインストールしたパーソナルコンピューター及び操舵スタンドを、

同室前部右舷側に機関遠隔操縦装置を、左舷側にレーダー２台及びＧ

ＰＳプロッターをそれぞれ装備した船尾船橋型の鋼製貨物船で、ａ１

受審人及びａ２指定海難関係人ほか４人が乗り組み、空倉のまま、船

首２.０メートル船尾３.５メートルの喫水をもって、令和２年１０月

１９日１５時００分北海道苫小牧港を発し、伏木富山港外港に向かっ

た。 

  ところで、Ａの操縦性能は、船体部海上運転成績書写によれば、機

関を回転数毎分２３０に掛けて航行中、舵角３５度をとったとき、左

旋回では１１.７ノットの速力で、最大縦距が２２０.２５メートル、

最大横距が１８５.３４メートルで、３６０度回頭するのに３分１３

秒を要し、右旋回では１１.９ノットの速力で、最大縦距が２２３.９

メートル、最大横距が２２６.０５メートルで、３６０度回頭するの

に３分１９秒を要し、１１.７ノットの速力で航行中、後進を発令し

て船体が停止するまでの航走距離は５２６メートル、その所要時間は

２分４８秒であった。 

  また、ａ１受審人は、船橋当直を００時００分から０４時００分ま

で及び１２時００分から１６時００分までをａ２指定海難関係人が、

０４時００分から０８時００分まで及び１６時００分から２０時００

分までを次席一等航海士が、０８時００分から１２時００分まで及び

２０時００分から００時００分までを一等航海士が、それぞれ単独の

４時間交替で行う体制としていた。 
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 そして、ａ２指定海難関係人は、海技資格を有さないものの、六級

海技士（航海）の海技免状を有する者と同等の能力を有すると認めら

れる甲板部航海当直部員の認定を同年４月２日に受け、単独の船橋当

直者としてＡの運航に従事していた。 

ａ２指定海難関係人は、翌２０日２３時４５分新潟県姫川港沖合で、

前直の一等航海士から引き継いで船橋当直に就き、ＧＰＳプロッター

及び３海里レンジとしたレーダー１台をそれぞれ作動させて同沖合を

南下し、翌２１日０３時０６分半僅か過ぎ富山東防波堤灯台から 

００７度（真方位、以下同じ。）２.１海里の地点で、針路を１８５

度に定めて自動操舵とし、１１.６ノットの速力（対地速力、以下同

じ。）で進行した。 

定針したとき、ａ１受審人は、間もなく伏木富山港外港に入域する

状況となったが、自室で就寝していて寝過ごし、自ら昇橋して操船指

揮を執らなかった。 

ａ２指定海難関係人は、０３時１１分半僅か過ぎ富山東防波堤灯台

から００９度１.１１海里の地点に至り、伏木富山港外港に入域した

とき、防波堤（岩瀬東）（以下「岩瀬東防波堤」という。）が正船首

１.０３海里のところとなり、その後、同防波堤に向首接近する状況

を認めたが、これまでａ１受審人が昇橋すべきときは、必ず同人が昇

橋したので、すぐに昇橋するものと思い、停船しなかった。 

こうして、ａ２指定海難関係人は、岩瀬東防波堤に向首したまま続

航し、０３時１５分自室に来た同人の要請を受けたａ１受審人が急い

で昇橋し、０３時１６分少し過ぎ同防波堤のレーダー映像を認め、左

舵一杯、続いて右舵一杯とし、機関を全速力後進としたものの、及ば

ず、０３時１７分少し過ぎ富山東防波堤灯台から０４７.５度２００

メートルの地点において、Ａは、船首が１７６度を向き、０.２ノッ
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トの速力となったとき、岩瀬東防波堤北側の消波ブロックに乗り揚げ

た。 

  当時、天候は晴れで風力１の南風が吹き、潮候は上げ潮の末期にあ

たり、視界は良好であった。 

  乗揚の結果、船首船底外板に破口等を生じたが、のち修理された。 

 

 （原因及び受審人の行為） 

 本件乗揚は、夜間、伏木富山港外港において、同港内の錨泊予定地点

に向けて航行する際、停船せず、岩瀬東防波堤に向首進行したことによ

って発生したものである。 

 運航が適切でなかったのは、船長が、自ら昇橋して操船指揮を執らな

かったことと、甲板員が、停船しなかったこととによるものである。 

ａ１受審人は、夜間、伏木富山港外港北方沖合において、同港内の錨

泊予定地点に向けて航行する場合、自ら昇橋して操船指揮を執るべき注

意義務があった。しかるに、同人は、自室で就寝していて寝過ごし、自

ら昇橋して操船指揮を執らなかった職務上の過失により、岩瀬東防波堤

に向首進行して同防波堤北側の消波ブロックに乗り揚げる事態を招き、

船体に損傷を生じさせるに至った。 

以上のａ１受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第３号を適用して同人を戒告する。 

 

 よって主文のとおり裁決する。 

 

   令和５年１月２４日 

     神戸地方海難審判所 

          審 判 官  前  田  昭  広 


